
木本高等学校定時制   

 

入学式等における生徒指導からの依頼・説明内容 

 

 

１ 「車通学届け」について 

 

四輪自動車やバイクで通学する人は、必ず「車通学届け」を提出してください。

（運転免許証・車検証・自賠責保険証・任意保険証の各コピーの添付が必要です。） 

 

 

２ 生徒指導について 

 

  生徒が教育上好ましくない行為や社会的に許されない行為をした場合、学校の規

律を乱したり、逸脱したりする行動をとった場合は、指導を行います。指導には、

その内容によって「訓戒」や「謹慎」などがあります。 

また、生徒心得としては、以下の①上履き、②筆記用具の準備、③スマートフォ

ンなどの取扱、④持ち物の管理、⑤給食のとり方などに注意してください。 

 

①校舎内は土足禁止ですので、登校時に必ず上履きに履き替えてください。 

②筆記用具の貸し出しは行いませんので、授業開始前に各自が準備してください。 

③授業中はスマートフォン等を使用できません。電源を切っておいてください。 

④自分の持ち物には名前を書いておいてください。 

⑤給食（パンと牛乳）をとり終わった後は、きちんとゴミ箱に入れてください。 

 

  皆さんには、目的意識・勤労意欲を持って勉学と仕事を両立し、卒業してくれる

ことを期待しています。また、お互いに理解・尊重し、協力しあいながら安全・安

心で明るい学校生活を送ってくれることを期待しています。 

 


